
 

 

 

 

 
 

                         

 

 

 

当連絡会は、長崎税関と関連企業との協力関係強化を目的とする覚書（ＭＯＵ）に基づき開催 

    されるもので、不正薬物等及び知的財産侵害物品（以下、「不正薬物等」という）の問題に対する 

意識を高め不正薬物等の密輸に関連している疑いのある不審な状況等を判断できるようにすると 

ともに、会員企業・団体の従業員が不正薬物等の密輸に利用されることを防止することを目的に、 

① 「保税実務と密輸取締状況について」②「知的財産侵害物品の水際取締りについて」と題して 

監視部及び業務部担当官による講習会を開催しました。 

     新型コロナ感染拡大に伴い今日まで延期していたため、本年度は本関地区及び鹿児島税関支署

地区の２か所のみで開催しましたが、両地区参加者の皆様から頂いたご質問やアンケートによる

ご意見、研修内容へのご要望等をもとに、新年度からは本関、各支署管内で定期的に開催してい

くこととしていますので、ご参加いただきますようお願いいたします。 

     

【長崎税関本関地区】２月２２日（水）  於：長崎税関3階共用会議室 

 

 

 

   

 

 

 

 

【鹿児島税関支署地区】３月２２日（水） 於：オロシティーホール 
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長崎税関 MOU 密輸防止連絡会を開催しました 

講習会の様子 開催ご挨拶：豊住監視部長 

開催ご挨拶：山﨑鹿児島税関支署長 
 

講習会の様子 


